
中国四国農政局

食料・農業・農村を

めぐる情勢について

平成２２年１２月３日

親切･丁寧、身近な相談しやすい農政局

１



１．世界の不安定な食料事情と農業の動き
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（資料）農林水産省「食料需給表」、FAO“Food Balance Sheets”等を基に農林水産省で試算した。ただし、韓国については、韓国農村部
「2009年度農漁業農漁村及び食品産業に関する年次報告書」による。

（注）１．数値は、平成19年（ただし、日本は平成21年度）
２．カロリーベースの食料自給率は、総供給熱量に占める国産供給熱量の割合である。なお、畜産物については、飼料自給率を考慮

している。また、アルコール類は含まない。
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資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」(April 2010)、「Grain:World Markets and Trade」、PS&D」

（注）なお、 「Grain:World Markets and Trade」、「PS&D」 については、公表された最新のデータを使用している。
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実績 見通し

食料をめぐる政策と穀物価格

穀物及び大豆の国際価格の見通し日英の食料自給率推移の比較（カロリーベース)

資料；農林水産政策研究所「2019年における世界の食料受給見通し
－世界食料受給モデルによる予測結果－」
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（資料）農林水産省「食料需給表」、FAO“Food Balance Sheets”等を基に農林水産省で試算した。
（注）１．供給熱量総合食料自給率は、総供給熱量に占める国産供給熱量の割合である。

なお、畜産物については、飼料自給率を考慮している。また、アルコール類は含まない。
４．FAO“Food Balance Sheets”のデータは、過去に遡って修正されることがある。
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２．世界一の食料の輸入大国である日本とその意味
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中国も
輸入のほうが
多いんだね

他の国と比べて

日本は、ダントツ
で輸入のほうが
多いんだね。

輸出の方が多い 輸入の方が多い

世界一の農産物の純輸入国である日本

資料：平成21年版ジュニア農林水産白書

■農産物の輸入・輸出が多い国 （輸出額と輸入額の差 2007年）

日本

イギリス

中国

ロシア

ドイツ

アメリカ

アルゼンチン

オランダ

ブラジル

○ 中国の輸入状況（2008年）
小麦 ４８万トン（日本：516万トン）
大豆 ４，１１０万トン（日本：340万トン）

資料；中国農業部HP、中国海関統計

○ 中国の純輸入額（2008年） １８１億ドル

畜産物１kgの生産に要する穀物量を
「とうもろこし」換算での試算だと、
「卵」は３kg
「鶏」は４kg
「豚」は７kg、
「牛」は１１kg

牛肉を１kg食べると、とうもろこしを
11kgたべているのと一緒なんだよ!
注；実際に使われる穀物量は飼育方法等により変動

経済成長による畜産物需要と飼料用穀物需要
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輸入される大量の食料を消費することにより、世界の環境に悪影響
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主な輸入農産物の生産

に必要な海外の農地面積

1,245万ha（推計）

国内の農地面積

465万ha (平成19年）
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大豆 菜種、大麦等
畜産物
（飼料穀物換算）

田 畑

万ha

主な輸入農産物の生産

に必要な海外の農地面積

1,245万ha（推計）

国内の農地面積

465万ha (平成19年）
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田 畑

万ha

主な輸入農産物の生産に必要な海外の農地面積

主な輸入農産物
の生産に必要な

農地面積

1,245万ha
（推計）

【バイオエタノール】

【世界の農地面積と砂漠化】

国内農地の面積

465万ha
(平成19年)

国民が消費する農産物を生産するには、国内農地面積の

約3.5倍の農地（約1,700万ha)が必要

注： 輸入農産物の生産に必要な農地面積は、小麦、大豆、とうもろこし等の輸入

量を輸入先国の単収でそれぞれ割って算出した。

・現在、世界では1年間に500～600万
ha（日本の農地面積以上）の農地
が砂漠化

・世界の農地面積の25％で土壌の劣化
が進行

（国連環境計画（UNEP）の推計）

【カルフォルニア州の塩害】

塩類集積により生産が低下した農地
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農地の気候緩和機能

農業・農村の多面的機能と水田

農地の水資源涵養機能

貯留・浸透

浸透

深層浸透

地下水面

還元

河川に還元

川

蒸発散 光合成

気温上昇の緩和
さわやかな空気

水田農業は、連作障害を
発生することなく生産力を
維持できる等のメリットを
有し、安定的かつ高収量
の持続的な農業です。

水田は日本の
優れた生産農地

農業水利施設は、人間の
動静脈のような40万ｋｍの
農業水利システムです。

11

農業用用排水路
約４０万km

（地球約10周分）

うち基幹施設 約４万７千km

ダム、頭首工、用排
水機場等

約７千ヵ所

ため池 約２１万ヵ所



１ 将来の食料輸入に不安がある

２ 現在の食料自給率を低いと思う

食料輸入への不安や国産品を選択する意識の高まり

３ 我が国の食料生産・供給のあり方

53％37％米などの基本食料は
コストを下げながら国
内で作るほうが良い

外国産の方が安い食料
は輸入した方が良い

食料はコストを下げながら
国内で作るほうが良い

5％

資料：内閣府「食料の供給に関する特別世論調査」（平成22年９月調査）

5％

その他（わからない）

12



３.なぜ、低いのか？ なにが必要なのか？
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296kcal[74kcal]

農地面積の減少と食生活の変化
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品目別供給熱量自給率 [%] 【平成20年度】品目別供給熱量自給率 [%] 【昭和40年度】

その他 68％ 果実 86％

大豆 41％

野菜 100％

魚介類 110％

砂糖類 31％

小麦 28％

油脂類 33％

畜産物 47％ 45％

米 100％

（111.7kg/人/年）

その他 25％
果実 37％

大豆 29％

野菜 79％

魚介類 62％

砂糖類 38％

小麦

14％

油脂類 3％

畜産物

17％

51％

米 96％

（59kg/人/年）

総供給熱量 ２，４５９ｋｃａｌ／人・日

[国産供給熱量 １，７９９ｋｃａｌ／人・日]
総供給熱量 ２，４７３ｋｃａｌ／人・日

[国産供給熱量 １、０１２ｋｃａｌ／人・日]

輸入部分

輸入飼料に
よる生産部
分

自給部分

66kcal[74kcal]

79kcal[23kcal]

75kcal[59kcal]

128kcal[79kcal]

202kcal[76kcal]

314kcal[43kcal]

350kcal[11kcal]

388kcal[66kcal]

576kcal[555kcal]

298kcal[203kcal]

39kcal[34kcal]

55kcal[23kcal]

74kcal[74kcal]

99kcal[108kcal]

196kcal[60kcal]

292kcal[81kcal]

159kcal[52kcal]

157kcal[74kcal]

1,090kcal[1,090kcal]

Ｓ４０⇒Ｈ２０の過程で、
・かい廃により減少した農地面積 △約２３０万ha
・農地開拓や干拓などの拡張面積 約 ９３万ha

昭和40年 農地面積 600万ha
食料自給率 ７３%

平成20年
463万ha

４１%

14



平成22年度戸別所得補償モデル対策

主食用米
160万ha

6万
ha

13万
ha

大豆

8万
ha

飼料
作物

12万
ha

野菜

20万
ha

その他作物

加工用米
含む

麦

20万
ha

調整水田等

水田237万ha(H20）

裏作麦

5万

ha

・米の需給調整の推進
・稲作農家の経営安定

・麦の二毛作・水田裏作の拡大、単収の向上
・大豆の不作付地での作付拡大、単収の向上

・不作付の解消
乾田地帯は大豆等、湿田地帯は
飼料用・米粉用米

水田の作付状況と水田の有効活用

米の消費拡大

水田を余す

ことなく活用

米粉の利用

ほ場整備等に
よる排水対策

により、
汎用田化

(ほ場整備率）

全国平均：
60.5%

中四管内：

39.9%

飼料米の利用

15
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注：BMIとは 体重（kg）÷（身長（ｍ）×身長（ｍ））
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平
成
17
年

昭
和
55
年

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」

食育と米を中心とした日本型食生活と『売れるものづくり』の展開

【地域ブランドと地産地消】 直売所の拡大等

【食の安全安心】
《環境保全型農業》

（紙マルチ田植機による雑草防除）

《食品表示》

（個体識別番号よりトレーサビリティ）

ＪＡ岡山農産物直売所 みどりの館みやま（玉野市）

厚生労働省、農林水産省

食事バランスガイド
（http://www.shokuji-
balance.com/）で簡単に
チェック可能です。

《米のトレーサビリティ》

16



我が国の農地面積は
ピーク時の約7割の
水準にまで減少

昭和36年：609万ha
平成20年：463万ha

拍
車

農地転用期待

農業生産による収
益水準を上回る農
地価格

拍
車

十分に進まない集
積・規模拡大

転用期待
の抑制

利用に着
目した農
地制度

意
欲
の
あ
る
者
に
農
地
が
集
ま
る
こ
と
に

よ
り
、
国
内
の
食
料
生
産
の
増
大
を
通
じ

た
国
民
に
対
す
る
食
料
の
安
定
供
給
を
確

保

平成の農地改革の概要

耕作放棄の増加

（H17 38.6万ha）

規模拡大しても農地
が分散錯圃

自作農創設特別措置法

（昭和21年法律第43号）

○食料の増産

・健全なる農家の育成

による農業の生産力

の発展

○農村の民主化

・政府による小作地の

買収 １９３万ha

（総小作地の80％）

・売渡しによる広範な

自作農の創設

（小作地の割合は、

46％→10％以下）

・売渡しを受けた農家

４７５万戸

農地法

（昭和27年法律第229号）

☆地主制は解体

・農業の担い手は自作

農が中心

戦後の農地改革から平成の農地改革 平成21年12月15日
改正農地法が施行

戦後の
農地改革

○ 違反転用の罰則を強化

○ 農用地区域からの除外の厳格化

「平成の農地改革」の概要①

～ 自給力の基盤たる優良農地の確保 ～

農地転用規制の厳格化

農用地区域内農地の確保

耕作放棄地対策の強化

○ 公的機関が農地を一括引き受け、担い手に利用権
を面的集積

○ 担い手に貸し付けられた農地には、相続税納税猶
予を適用

○ 共有農地の利用権設定が、共有持分の2分の1の同
意で貸し付けが可能

○ 農地借地の規制を緩和
○ 貸出農地情報等を全国からアクセス可能に

○ 農地の適正かつ効率的な利用の責務について、法
律上明確に位置付け

「平成の農地改革」の概要②

～ 「所有」から「利用」への転換 ～

農地を面的に集積

意欲ある若者・経営体の参入を促進

農地の権利を有する者の責務の明確化

「
こ
こ
が
変
わ
り
ま
し
た
！
農
地
制
度
」
（
平
成
二
二
年
六
月
一
日
〔
第
三
版
〕
）

使
う
人
の
立
場
に
立
っ
た
わ
か
り
や
す
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
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○平均年齢
平成 7年 59.6

歳
12年 62.2

歳
17年 64.2

歳

(万人）

新規就農者・雇用就農者の動向

資料：農林水産省「農家就業動向調査」(H2)、「農業構造動態調査」(H7～17）、
「農林業センサス」（H17）、「新規就農者調査」（H18、19、20、21）

（単位：千人）

区分 年 Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 H21 

新規就農青年（39歳以下） 4.3 7.6 11.6 14.7 14.3 14.4 15.0

中高年（40歳以上の離職就農者） 11.4 40.4 65.9 63.5 56.0 42.7 49.3

計 15.7 48.0 77.1 74.5 66.2 51.6 59.3

うち新規学卒就農者 1.8 1.8 2.1 2.5 2.3 1.9 1.8

うち新規参入者 … … … 2.2 1.8 2.0 1.9

雇用就農者 … … … 6.5 7.3 8.4 7.6

合 計 15.7 48.0 77.1 81.0 73.5 60.0 66.8

農 業 従 事 者 と 法人化

42669
61943 61094

48551
52059 56791

0

50000

100000

平成７ 12 17

販売農家に雇い

入れられている

農家以外の農業

事業体に雇い入

れられている

合計 91,220人
114,002人 117,885人

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：常雇とは、農業経営のためにあらかじめ年間7ヶ月以上の雇用期間を定めて雇い入れた者のことをいう

農業法人

農業法人とは、企業のような法人組織をとる農業
経営体で、農業に加え、近年、加工・観光等への事
業拡大。

○農業生産法人数の推移
H7 4,150法人  H21 11,064法人

注）農業生産法人とは、農地法第2条の規定に適合する法人

基幹的農業従事者の年齢構成

雇用労働者数（常雇のみ）の推移

約半減
H２ ６．１兆円 H１８ ３．２兆円

農業所得（農業純生産）の推移

18



新たな食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）

国家の最も基本的な責務として食料の安定供給を確保

食料・農業・農村政策を日本の国家戦略として位置付け

「国民全体で農業・農村を支える社会の創造」を明記

ポ イ ン ト

構ずべき施策

● 平成３２年度の目標

４１％  ５０％（カロリーベース）
６５％  ７０％（生産額ベース）

○食料の安定供給の確保に関する施策
●食料の安定供給の確保に関する施策
・ 食の安全と消費者の信頼の確保
・ 国産農産物を軸とした食と農の結び付きの強化
・ 食品産業の持続的な発展と新たな展開
・ 総合的な食料安全保障の確率
・ 輸入国としての食料安定供給の重要性を踏まえた国際交渉への対応

●農業の持続的発展に関する施策
・ 戸別所得補償制度の創設と生産・経営関係施策の再整理
・ 農業・農村の６次産業化等による所得の増大
・ 意欲ある多様な農業者による農業経営の推進
・ 優良農地の確保と有効利用の促進
・ 農業災害による損失の補てん
・ 農作業安全対策の推進
・ 農業生産力強化に向けた農業生産基盤整備の抜本見直し
・ 持続可能な農業生産を支える取組の推進

●農村の振興に関する施策
・ 農業・農村の６次産業化
・ 都市と農村の交流等
・ 都市及びその周辺の地域における農業の振興
・ 集落機能の維持と地域資源・環境の保全

●食料・農業・農村に横断的に関係する施策
・ 技術・環境政策等の総合的な推進
・ 「農」を支える多様な連携軸の構築

●団体の再編整備等に関する施策

● 再生産可能な経営を確保。
● 多様な用途・需要に対応して生産拡大と付加価値

を高める取組を後押し。
● 意欲ある多様な農業者を育成・確保。
● 優良農地の確保と有効利用を実現。
● 活力ある農山漁村の再生に向けた施策の総合化
● 安心を実感できる食生活の実現。

政策的な対応方向

食料自給率の目標
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WTO農業協定に基づく
農業生産者への支援政策

緑の政策(削減対象外)

・研究、普及、基盤整備、備蓄等
・生産者に対する直接支払

(生産に関連しない収入支持、災害対策、環
境施策、条件不利地域援助)

青の政策(削減対象外)
・生産調整を前提とする直接支払いのうち、特
定の要件を満たすもの

黄色の政策(削減対象)
・上記以外の国内支持(市場価格支持、削減
対象となる直接支払い(補助金等))

所得政策としての直接支払制度
日本の状況

中山間地域等直接支払制度
・平場との農業生産条件の不利性を補正する制度。

（中山間地域の割合：全国４割、中四国６割）
・中国四国管内では、交付面積95,484ha、協定数9,026協
定で実施。 （ H21見込み）

・対象農用地の約７割で取り組み、農用地を保全。

農地・水・環境保全向上対策
・農地や水など農村地域の環境を地域ぐるみで守るための
支援制度。
・中国四国管内では、協定面積99,874ｈａ、活動組織2,500
組織で実施。（ H21見込み）

・農振農用地面積の約26％で取り組み、農村環境を保全。

・H22からの３期対策は、①高齢農家も安心して制度に参加

できるように、共同で支え合う「集団的サポート型」を創設。
②小規模・高齢化集落支援加算の創設。③飛び地団地の要
件の緩和など

平成２３年度からの本格的な戸別所得補償制度の導入に向けたモデル対策の実施
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平成22年3月現在、全国1,251市町村において、19,514の活動組織（中国四国 2,500）が、農地143万ha、開水路24万km、農道
16万km等の施設を市町村との協定に位置付け、地域ぐるみの共同活動に取り組み。

(％)

60
50
40
30
20
10

(％)
60以上
50～60未満
40～50未満
30～40未満
20～30未満
10～20未満
10未満

共同活動支援の各県カバー率（平成21年度）

全国で2,858（中国四国 241）の活動組織が7.5万haの農地において、化学肥料や化学合成農薬を大幅に低減する先進的な営農
活動に取り組み。

共同活動支援：対象面積に対する取組面積のカバー率は全国35％、中国四国28％（H22.3）

営農活動支援：共同活動支援の取組面積の全国約５％、中国四国約３％（H22.3）

農地・水・環境保全向上対策の実施状況
（中間評価 平成22年９月13日公表）

21
注）農地・水・環境保全向上対策のカバー率は、平成２１年度の取組面積
が２００５年農林業センサスにおける耕地面積に占める割合



事業の効果① －多様な主体の参画－

多様な主体から構成される活動組織による資源の保全活動、営農活動、環境向上活動等が展開。

① 活動組織の構成員数(全国計)

構成員数

個人 団体

農業者 非農業者
農業関係

（農事組合法人、
営農組合等）

その他
（自治会、子供会、女性会

等）

113万5千人 24万2千人 15,985 114,640

資料：平成21年度実施状況報告書より作成

② 活動組織への各団体の参画割合(全国)

資料：平成21年度実施状況報告書より作成 22



地域住民の意識の変化、地域の行事への参加率の向上、集落間の連携や都市との交流、地
域リーダーの育成などを通じ地域コミュニティが活性化。

＜地域コミュニティの活性化＞

① 地域づくりのための話し合い（寄合）の回数

資料：活動組織アンケー
ト（平成２１年１２月実
施）より作成

資料：活動組織アンケー
ト（平成２１年１２月実
施）より作成

③ 地域の人と人とのつながりの変化
問 本対策への取組の前後で、地域のまとまりや地域の人

と人とのつながりが変化したと思いますか。

② 行事やイベントの開催回数

資料：活動組織アンケート（平成２１年１２月実施）より作成

43%

34%

22%

1% 0% 0%

７７％

事業の効果② －地域コミュニティが活性化－

23

強くなった

本対策への取組以前から

地域のまとまり等はよく変

化は見られない

変わらない

本対策への取組以前から

地域のまとまり等は弱く変

化は見られない

弱くなった

無回答

対策前 現在

８．５回／年

１３．５回／年

対策前 現在

対策前 現在

８．６回／年

６．４回／年

対策前 現在



（３）地域の絆と住民・団体・行政さらには外部等の様々な連携

４．今、地域農業と農村地域に求められているもの

（１）追いつけ追い越せ時代の終焉から多様化と不確実な時代へ

（２）地域資源（宝）の最大限の機能発揮に向けた地域資源経営の実践

（以下、取組事例）
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○地域資源経営（イメージ）

主 体
（活性化、持続）

機 能
(最大限化、
地域の宝）

戦 略
（カイゼン、

イノベーション）

地域資源
人（人材、絆）

・水・土
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ため池の持つ多面的機能 ～H21災害の経験から、ため池整備の必要性を再認識～

770

1,393

3,1602,892

6,074

1,187

3,287

5,822

527
1,731

1,230

585

677
11

34762
131

1,943

2,545
3,145

730 2,395

3,364

3,506

1,985

1,758

11,308

5,757
5,925

47,596

20,910

15,990

10,304

5,782

1,212

794425
3,274

11,785

5,264

2,339

752

2,320
648

2,906

68

3,776

○全国のため池 約２１万箇所
うち、中国四国管内 約７万箇所

憩いの場、遊びの場、伝統
文化の継承として貴重な
水辺空間を創出

○多様で特色ある
生物の生息環境の場

○生態系ネットワークを
結ぶ重要な空間

○山口県防府市では、7/20～21日にかけて
約330mmの降雨量を記録。

○長尾ため池と玉泉ため池が、上流からの
雨水･土砂を貯留し、新幹線や住宅への被害
を防いだ。

多様な生物の集まる ため池の水辺空間

ため池とは・・・

農業用水を確保するため
に水を貯え取水出来るよ
う、人工的に造成された池

耕地面積約495万ha

水田面積約270万ha

ため池受益面積
約117万ha

○江戸時代以前に造られた
ものが大部分を占める

○老朽化のため漏水、侵食
等がはじまり、大雨や地震
を契機に決壊するおそれ

ため池の課題

被災したため池

○農業者の減少・高齢化で維持管理が不充分になり、
ため池の多様な役割の発揮が困難になることが懸念

○都市化・混住化に伴う、ゴミの不法投棄、水質悪化、
外来種による生態系の破壊などの問題が発生

地域住民によるため池の草刈り

地域全体でため池を守る

地域の環境を育む大切な財産であるため池を
保全し、次世代に受け継がれるよう、
地域のみんなが一体となった取組が大切です。

地域の憩いの場

築造年代 箇所数
江戸時代以前 約48,500
明治・大正時代 約13,000

昭和初期 約3,500

明治, 16%

昭和初期, 5%大正, 4%

江戸時代以前,75%

○ため池の水を農業用水に
利用している農地面積は
約１１７万haに及ぶ

2ha以上の受益を持つため池 約２万のうち

整備済み：1,500
要整備 ：8,500 （中国四国農政局管内）

陸域 水際湿地 水域

生物が自由に利用可能

ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ
準絶滅危惧（ NT)

ｵｵﾄｯｸﾘｺﾞﾐﾑｼ
準絶滅危惧（ NT)

ｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ
準絶滅危惧（ NT)

ﾀﾓﾛｺ

土石流

玉泉ため池

長尾ため池

※カテゴリー区分は、香川県のレッドデータブックによる

【中国・九州北部豪雨】 ため池が土砂災害を食い止める！

玉泉ため池が土砂を止める

右岸側から土砂が流入

左岸側からも土砂が流入

玉泉ため池
長尾ため池

砂防堰堤

土砂が
長尾ため池を
埋め尽くす

ため池上流側
からの状況

新幹線の高架下が土砂で埋まる

鳥取県： 1,212 島根県： 5,782
岡山県：10,304 広島県：20,910
山口県：11,785 徳島県： 794
香川県：15,990 愛媛県： 3,274
高知県： 425 （H9農村振興局調査）
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（千人）

一面に咲き誇る色とりどりのチューリップ

国営開発農地を核とした６次産業ネットワーク化

国営農地開発事業
【広島中部台地地区】

○事業期間 ： 昭和５２年度
～平成９年度

○農地造成 ： ３５７ｈａ
○かんがい ： ２１３ｈａ
○主要作物 ：なし、ぶどう、

トマト、野菜、
小麦、大豆、
花き、飼料作物

観光農園「直売所」

農場内での花園結婚式

栽培状況（トマト約20万本 ほぼ全量
をカゴメ（株）へ納品）

世羅町観光客の推移

世羅夢高原６次産業ネットワーク

世羅高原地区は、より収益性の高い農業を目指して農地開発事業を実施。

山林を切り開いた農地で、大規模な果樹、花野菜など様々な営農から 観光へ
と展開。

更に、観光農園や直売所、農産物加工グループ等、多様な者がネットワークを
組織し、連携してイベント等を開催することにより、入り込み客が年間200万
人、売上げ１５億円を超える。

○

○

○

57団体

会長・理事等

こ
だ
わ
り
作
物
・
加
工
研
究
会

フ
ル
ー
ツ
王
国
夢
ま
つ
り
実
行
委
員
会

フ
ル
ー
ツ
観
光
農
園
（
８
）

花
観
光
農
園
（
６
）

加
工
グ
ル
ー
プ
（
15
）

田
舎
レ
ス
ト
ラ
ン
（
２
）

産
直
市
場
（
３
）

地
域
農
業
集
団
（
６
）

直
売
農
園
（
17
）

せらワイン

（広島県世羅町）

梨ランニングウォーター
（世羅高校と共同開発）
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活動組織名：国営カイパイ資源保全組合（島根県益田市）

活動のポイント：国営「益田地区」に企業（５１ha）が参入し、循環型農業による地域の更なる広がり

○(株)キューサイファーム島根が、国営「益田地区」に自社保有農地５１haを取得するとともに、借地や周辺農家

との契約栽培により「ケール」（青汁の原料）の大規模経営を行っている。また、道路等の雑草を刈り取るなど、
農地・水・環境保全向上対策の共同活動に参加している。
○ケールの栽培については、「農薬・化学肥料不使用」を条件としており、本対策の営農活動に取り組んでいる。

○近所で和牛を飼育する「農事組合法人松永牧場」などへ飼料として低価格で販売し、牧場で作られた堆肥を購入
し、ケール栽培に利用する「地域循環型農業」とつながり、国営地区を越えて大規模経営を成功している。

参入企業と
地域との融和

(株)キューサイファーム島根の概要

ケール作付面積：自社保有農場約51ha
契約農場 約10ha

取組の特徴
○無農薬・無化学肥料でのケール栽
培で、安全で安心な食品生産。
○雇用の場の創出や地元農家との取
引による地域に根付いた企業活動の
展開。

○地元牧場と連携してケールの絞りカス
を低価格で販売し、牛の堆肥を購入。
○自社でケールの「生産」から「青汁」
の加工・出荷まで展開。

○地元畜産農家

○こだわりの青汁

地域循環型農業

○青汁工場（(株)キューサイ）

ケールの絞りカスを
地元農家に低価格で販売

家畜のふん尿処理による
堆肥の農地還元

無農薬・無化学肥料栽培での
安全で安心な原料供給

○キューサイファームほ場

ケ－ル定植作業
29



５．平成23年度農業者戸別所得補償制度概算要求（概要）
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